
北薩地域振興局保健福祉環境部発行

川薩・出水保健所における定点報告疾患

北薩感染症情報
2026年第23週（６月１日～６月７日）

【問い合わせ先】 〒895-0041 薩摩川内市隈之城町228番地1
北薩地域振興局保健福祉環境部（川薩保健所）健康企画課

電話  0996-23-3165       FAX  0996-20-2127 
            E-ﾒｰﾙ kita-kenkou-shippei@pref.kagoshima.lg.jp

◎： 警報レベル ○： 注意報レベル
注意報
レベル

開　始
基準値

終　息
基準値

基準値

急性呼吸器感染症 － － － 153 238 79.33 ↑ － 54 71 35.50 ↑ －

インフルエンザ 30.0 10.0 10.0 － － － → － － － － → －

COVID-19
(新型コロナウイルス感染症)

－ － － 20 39 13.00 ↑ － － － － → －

RS － － － 6 3 1.50 ↓ － － － － → －

咽頭結膜熱 3.0 1.0 － 1 3 1.50 ↑ － 2 － － ↓ －

A群溶血性
ﾚﾝｻ球菌咽頭炎

8.0 4.0 － 2 － － ↓ － 4 2 2.00 ↓ －

感染性胃腸炎 20.0 12.0 － 10 9 4.50 ↓ － 1 1 1.00 → －

水痘 2.0 1.0 1.0 － － － → － － － － → －

手足口病 5.0 2.0 － 5 20 10.00 ↑ ◎ 7 8 8.00 ↑ ◎

伝染性紅斑 2.0 1.0 － 1 4 2.00 ↑ ◎ － － － → －

突発性発疹 － － － － 1 0.50 ↑ － 4 1 1.00 ↓ －

ヘルパンギーナ 6.0 2.0 － － 4 2.00 ↑ － 1 2 2.00 ↑ －

流行性耳下腺炎 6.0 2.0 3.0 － － － → － － － － → －

急性出血性結膜炎 1.0 0.1 － － － － → －

流行性角結膜炎 8.0 4.0 － 4 2 2.00 ↓ －

細菌性髄膜炎 － － － － － － → － － － － → －

無菌性髄膜炎 － － － － － － → － － － － → －

マイコプラズマ肺炎 － － － － － － → － － － － → －

クラミジア肺炎 － － － － － － → － － － － → －

感染性胃腸炎
病原体がロタウイルスに限る

－ － － － － － → － － － － → －

－ － － － － → － － － → －

－ － － － － → － － － → －

－ － － 202 323 ↑ 73 85 ↑

前週
報告数
（人）

急性呼吸器感
染症(ARI)

定点

眼科定点

基幹定点

指定医療機関からの
インフルエンザ入院報告

指定医療機関からの
COVID-19入院報告

報　告　数　合　計

＜注意報・警報レベル＞
・川薩保健所管内 　 手足口病、伝染性紅斑（警報レベル）
・出水保健所管内　　手足口病（警報レベル）

＜全数報告＞
・川薩保健所管内　　結核１件、クロイツフェルト・ヤコブ病１件　追加　梅毒１件（第22週）
・出水保健所管内　　なし

定点
あたり
報告数

前 週
からの
増 減

警　報
注意報

定点あたり報告数

小児科定点

今週
報告数
（人）

定点
あたり
報告数

前 週
からの
増 減

警　報
注意報

前週
報告数
（人）

今週
報告数
（人）

定点種別 対象疾患

警報レベル 川薩保健所管内 出水保健所管内

mailto:kita-kenkou-shippei@pref.kagoshima.lg.jp


第23週は川薩保健所管内及び出水保健所管内で手足口病が警報レベルとなっていま
す。また、川薩保健所管内では伝染性紅斑も警報レベルになっています。
全数報告として、結核、クロイツフェルト・ヤコブ病、梅毒の報告がありました。

疾病別各保健所定点当たり報告 直近10w分（男女合計）

警報レベル 注意報レベル

14W 15W 16W 17W 18W 19W 20W 21W 22W 23W

急性呼吸器感染症 － － 51.00 51.00 51.00 52.33 69.67 46.33 63.33 69.00 51.00 79.33

インフルエンザ 30.00/10.00 10.00 0.67 1.00 － － － － － － － －

  COVID-19
(新型コロナウイルス感染症)

－ － 0.33 0.33 － － － 0.67 2.00 4.33 6.67 13.00

　ＲＳウイルス感染症 － － － 1.00 － 0.50 1.50 － 1.00 1.00 3.00 1.50

　咽頭結膜熱 3.00/1.00 － － － 0.50 － 1.50 － － 0.50 0.50 1.50

　A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 8.00/4.00 － 1.50 － 2.00 2.00 2.00 － 2.00 4.50 1.00 －

　感染性胃腸炎 20.00/12.00 － 3.50 4.00 3.50 2.00 8.50 0.50 6.50 4.50 5.00 4.50

　水痘 2.00/1.00 1.00 － － － 0.50 0.50 0.50 － － － －

　手足口病 5.00/2.00 － 1.00 1.00 3.00 0.50 0.50 1.50 2.00 4.00 2.50 10.00

　伝染性紅斑 2.00/1.00 － 2.00 1.00 0.50 1.50 0.50 1.00 1.50 3.00 0.50 2.00

　突発性発疹 － － － 0.50 0.50 1.50 1.00 0.50 － 0.50 － 0.50

　ヘルパンギーナ 6.00/2.00 － － － － － 1.00 0.50 － 1.00 － 2.00

　流行性耳下腺炎 6.00/2.00 3.00 － － － － － － － － － －

  急性出血性結膜炎 1.00/0.1 － － － － － － － － － － －

  流行性角結膜炎 8.00/4.00 － － － 4.00 2.00 7.00 2.00 2.00 4.00 4.00 2.00

細菌性髄膜炎 － － － － － － － － － － － －

無菌性髄膜炎 － － － － － － － － － － － －

マイコプラズマ肺炎 － － － － － － － － － － － －

クラミジア肺炎 － － － － － － － － － － － －

感染性胃腸炎
病原体がロタウイルスに限る

－ － － － － － － － － － － －

14W 15W 16W 17W 18W 19W 20W 21W 22W 23W

急性呼吸器感染症 － － 28.00 22.50 24.50 34.00 45.50 26.50 39.50 37.50 27.00 35.50

インフルエンザ 30.00/10.00 10.00 3.00 3.00 2.50 － － － － － － －

  COVID-19
(新型コロナウイルス感染症)

－ － 2.00 － － 0.50 1.50 － 1.00 0.50 － －

　ＲＳウイルス感染症 － － － 1.00 1.00 1.00 － － － 1.00 － －

　咽頭結膜熱 3.00/1.00 － 1.00 － 1.00 1.00 1.00 6.00 1.00 1.00 2.00 －

　A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 8.00/4.00 － 5.00 5.00 4.00 8.00 10.00 2.00 7.00 3.00 4.00 2.00

　感染性胃腸炎 20.00/12.00 － 2.00 － － 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

　水痘 2.00/1.00 1.00 － － － － － － － － － －

　手足口病 5.00/2.00 － － － － － － － 1.00 9.00 7.00 8.00

　伝染性紅斑 2.00/1.00 － － － 1.00 2.00 － 2.00 － － － －

　突発性発疹 － － 1.00 － － 1.00 2.00 － － 1.00 4.00 1.00

　ヘルパンギーナ 6.00/2.00 － － － － － － － 1.00 － 1.00 2.00

　流行性耳下腺炎 6.00/2.00 3.00 － － － － － － － － － －

細菌性髄膜炎 － － － － － － － － － － － －

無菌性髄膜炎 － － － － － － － － － － － －

マイコプラズマ肺炎 － － － － － － － － － － － －

クラミジア肺炎 － － － － － － － － － － － －

感染性胃腸炎
病原体がロタウイルスに限る

－ － － － － － － － － － － －

基幹定点

急性呼吸器
感染症(ARI)

定点

眼科定点

基幹定点

注意報
基準値

定点種別 疾病

定点種別 疾病
警報/終息

基準値
注意報
基準値

小児科定点

急性呼吸器
感染症(ARI)

定点

川薩保健所管内推移
（定点あたり報告数）

基幹定点（報告数掲載）

出水保健所管内推移
（定点あたり報告数）

基幹定点（報告数掲載）

小児科定点

警報/終息

基準値



６/２１（日）～２７（土）はハンセン病問題を正しく理解する週間です！

ハンセン病についての正しい理解

・ハンセン病は、らい菌という細菌による感染力の弱い慢性の感染症で
す。主に皮膚や末梢神経が侵される病気で、後遺症が残ることもあった
ため、差別や偏見の対象とされてきました。
・1943年（昭和18年）に米国で優れた治療薬が開発されてからは、不治
の病から完全に治る病気になりました。

・衛生状態や栄養状態が改善した現在の日本においては、ハンセン病に
感染する可能性はほとんどありません。

ハンセン病問題を正しく理解する週間について

ハンセン病元患者やその家族の方々の福祉の増進、名誉の回復等に
関し、現在もなお存在する問題があり、その解決を促進するためには、ハ
ンセン病であった方々等に対する差別と偏見のない社会の実現に向けた、
継続的な取組が必要です。

そこで、平成21年度から、厚生労働省が「らい予防法による被害者の名
誉回復及び追悼の日」として定めた６月22日を含む日曜日からの一週間

を、県の「ハンセン病問題を正しく理解する週間」と定め、ハンセン病問題
に対する正しい知識の普及啓発、差別・偏見の解消に努めるとともに、こ
れらの方々の名誉の回復を図ります。

ハンセン病は「らい菌」という細菌に感染することで
引き起こされる感染症の一種です。かつては「癩」と
呼ばれていましたが、差別的なイメージがつきまとう
ことから、現在はらい菌を発見したアルマウル・ハン
センにちなんで「ハンセン病」と呼ばれています。

ハンセン病とは

鹿児島県ホームページ
鹿児島県／ハンセン病問題を正しく理解するために

http://www.pref.kagoshima.jp/ae06/kenko-fukushi/kenko-iryo/kansen/hansen/hansentoha_1.html


鹿児島県ホームページ
鹿児島県／親子でハンセン病療養所を訪ねてみませんか

https://www.pref.kagoshima.jp/ae06/hansen.html
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